










第18号書式（第25条第1項　実施計画伺）

会計（勘定）

（備考）１　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４縦とする。
　　　　２　必要に応じて適宜事項を加除して使用するものとする。

 契約に必要な金額  別添封緘済み封筒内の積算価格調書等を参照

空港整備事業費

予算事項) 目) 目の細分) 又は 費途別区分)

空港整備事業費 測量設計費

予
算
関
係

執行予定の予算 令和2年度
本予算・補正（ 第　次 ）・国庫債務（ 　カ年 ）・
繰越（ 明許 ・ 翌債 ・ 事故 ）

 年度、種類、国庫債務
 又は繰越の事項名、
 支出科目

事項名） 空港整備事業費
歳出年度 項）

示達経理簿登記及び確認者
(配賦先の示達経理担当者)

所　属　・　担　当　・　確認印

航空局航空ネットワーク部首都圏空港課　町田 蔵

令和2年度
自動車安全特別会計
（空港整備勘定）

支
払
関
係

完了払以外の支払条件
 前金払・中間前金払・出来高部分払又は既履行部分払（　回）・
 部分引渡しに伴う支払・給付確認検査の分割実施に伴う支払（　回）・無

支払手続において
使用する通貨

 日本国通貨　・　外貨

予算執行職員の
補助者の任命方法

 包括任命済・個別任命（ 別添任命簿 ( 当該案件用・依頼先用 )を参
照）

契約締結時に使用す
る契約書又は請書

 標準契約書(総価・ 単価) ・ 標準請書(総価・単価) ・ 別紙契約書 ・ 省略

監督（調査）職員
及び検査職員

 別添監督職員、検査職員任命簿を参照

契約実施の依頼の有無  有　（ 別添契約実施申請書を参照 ）　・　無

上記が有の場合
の理由

 当官署で契約できる範囲を超えるため ・ その他 （　　　　　　　）

受注者の決定方法
 複数者による見積徴取（別添見積業者調書を参照）・

備考（連絡先等その他）

実施計画発議担当職員
航空局航空局航空ネットワーク部首都圏空港
課

内線 49327

仕様（設計）、
積算等担当職員

 （分任）支出負担行為担当官補助者任命簿により任命

契
約
関
係

発注者が提供する財
産・物品等の有無

 有 （ 貸与品・寄託品・支給材料・国の施設の提供 ）・無

受注者から引渡される
財産・物品等の有無

 有 （ 工事目的物・成果物・撤去物・借受物品 ）・無

建設リサイクル法
  対象　   （ 特定建設資材解体工事　・　特定建設資材使用工地 ）
 対象外　  （ 対象外工事　・　規模基準以下  ）

 特定者との見積徴取（別添随意契約理由書を参照）・その他

成果物に係る著作権の
帰属

　発注者　・　受注者（全部・一部）

２．発注担当機関へ提出する書類及び内容

担
当
職
員
関
係

担 当 職 員 別 所　属　・　官　職　・　氏　名

工事内容、履行内容又
は調達内容

 別添仕様書を参照

工事場所、履行場所又
は納入場所

 国土交通省航空局

工期、履行期間又は納
入期限

　  契約締結日の翌日  から
　  令和3年3月31日　まで

実　施　計　画　

１．実施概要

件名  羽田空港機能強化に係る情報提供・意見把握検討等業務

実施概要及び理由  別添実施概要及び理由書を参照



第19号書式（第25条第2項　入札（見積徴取）執行及び契約締結（変更）伺）

会計（勘定）

（備考）１　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４縦とする。
　　　　２　必要に応じて適宜事項を加除して使用するものとする。

４．その他

(変更)執行予算 令和2年度
本予算・補正（ 第　次 ）・国庫債務（ 　カ年 ）・
繰越（ 明許 ・ 翌債 ・ 事故 ）

空港整備事業費 測量設計費

示達経理簿登記及び確認者
(経理担当課担当者)

所　属　・　担　当　・　確認印

航空局総務課予算・管財室　経理第一係

３．予算関係

 (変更)執行予算額 別添封緘済み封筒内の積算調書等を参考

 年度、種類、国庫債務
 又は繰越の事項名、
 支出科目

事項名）

歳出年度 項）

令和2年度
自動車安全特別会計
（空港整備勘定）

空港整備事業費
※ (変更)実施計画の執
行予定の予算の内容によ
らない場合、執行する内
容に記載を改めること。

予算事項) 目) 目の細分) 又は 費途別区分)

前金払の有無及び割合  有　（ 契約金額 ( 総額・各年度年割額 )の　　％以内 )　・　無

中間前金払の有無
及び割合

 有　（ 契約金額 ( 総額・各年度年割額 )の　　％以内 )　・　無

出来高部分払又は既履
行部分払の有無

 有　（　　　回以内　）　・　無

履行完了前の部分引渡
しに伴う支払の有無

 有　・　無

給付確認検査の分割実
施に伴う支払の有無

 有　（　　　回以内　）　・　無

支払手続において使用
する通貨

 日本国通貨・外貨

入札保証金及び契約保
証金の納付対象

 入札保証金 ( 納付対象 ・ 免除 ) ・ 契約保証金 ( 納付対象 ・ 免除 )

契約締結時に使用する
契約書又は請書

 標準契約書(総価・単価) ・ 標準請書(総価・単価) ・ 別紙契約書 ・ 省略

２．支払関係

競争契約の場合の
落札方式

 最低価格落札方式・総合評価落札方式（ 加算方式 ・ 除算方式 ）

低入札価格調査対象  特別重点調査対象　・　対象　・　対象外

会計法第２９条の３第４項

予算決算及び会計令第１０２条の４第３項

 入 札 （ 見 積 徴 取 ） 執 行 及 び 契 約 締 結 （  変 更 ）

１．契約関係

件名 羽田空港機能強化に係る情報提供・意見把握検討等業務

実施計画官署 自官署　・　他官署 備考 首都圏空港課

契約締結区分  当初契約・契約変更 （ 増額・減額・増減額なし ）

政府調達に関する協定
に適用する調達対象

 対象　・　対象外

契約方式  競争契約 （ 一般競争入札方式 ・ 指名競争入札方式 ） ・ 随意契約

適用条項



別紙 

実施概要及び理由書 

令 和 2 年 4 月 

航空局航空ネットワーク部 

首 都 圏 空 港 課 

 

１．業務の概要 

（１）業務名 

羽田空港機能強化に係る情報提供・意見把握検討等業務 

（２）業務内容 

本業務は羽田空港における新飛行経路の運用開始後である令和２年度

においても引き続き、新飛行経路の運用状況や、騒音・落下物等に対する

対策、騒音値の状況等について、主に飛行経路下の住民を対象に情報提供

に取り組むとともに、意見把握を行うものである。 

（３）履行期間  契約締結日の翌日から令和３年３月 31 日まで 

 

２．実施理由 

羽田空港の機能強化については、関係自治体や航空会社等の関係者との協

議を経て、令和２年３月29日から新飛行経路の運用を開始している。一方で、

できるだけ多くの方々の理解を頂くため、新飛行経路の運用開始後において

も引き続き、新飛行経路の運用状況や、騒音・落下物等に対する対策、騒音値

の状況等について、正確でわかりやすい情報提供に取り組むとともに、意見把

握を行う必要があるため。 





第48号書式（第59条第４項）

予算執行職員等の責任に関する法律第２条第１項第12号の補助者を下記のとおり任免する。

（補助者の事務の範囲）

備　考

１　一部の事務のみを補助させる補助者については、備考欄にその旨を記載すること。

２　表題の「契約担当官等」の部分には、契約によって支出負担行為担当官、分任支出負担行為担当

　官、契約担当官又は分任契約担当官の何れかを記載すること。

官署名

課　名

官　職

氏　名

課　名

官　職

氏　名

氏　名

官署名

本官又は
代理官

代行機関

任命印

発令年月日

課　名

官　職

備　考補助者の官職氏名

官署名

課　名

官　職

氏　名

契約担当官等補助者任命簿

契 約 番 号

契 約 件 名

氏　名

官署名

官署名

課　名

官　職



第48号書式（第59条第４項）

予算執行職員等の責任に関する法律第２条第１項第12号の補助者を下記のとおり任免する。

（補助者の事務の範囲）

備　考

１　一部の事務のみを補助させる補助者については、備考欄にその旨を記載すること。

２　表題の「契約担当官等」の部分には、契約によって支出負担行為担当官、分任支出負担行為担当

　官、契約担当官又は分任契約担当官の何れかを記載すること。

氏　名

官署名

課　名

官　職

課　名

官　職

氏　名

氏　名

官署名

官署名

課　名

官　職

課　名

官　職

氏　名

官署名

官署名 国土交通省航空局

課　名 首都圏空港課

官　職 国土交通事務官

氏　名 鍬本　浩司

任命印

発令年月日 補助者の官職氏名 備　考本官又は
代理官

代行機関

支出負担行為担当官補助者任命簿

契 約 番 号 令和２年度第　　　　　号

契 約 件 名 羽田空港機能強化に係る情報提供・意見把握検討等業務

１　契約相手方の選定に関する調書の審査
２　仕様書その他関係書類の審査
３　予定価格の積算調書の審査（「積算価格調書」の作成を含む）



第48号書式（第59条第４項）

予算執行職員等の責任に関する法律第２条第１項第12号の補助者を下記のとおり任免する。

（補助者の事務の範囲）

備　考

１　一部の事務のみを補助させる補助者については、備考欄にその旨を記載すること。

２　表題の「契約担当官等」の部分には、契約によって支出負担行為担当官、分任支出負担行為担当

　官、契約担当官又は分任契約担当官の何れかを記載すること。

氏　名

官署名

課　名

官　職

課　名

官　職

氏　名

氏　名

官署名

官署名

課　名

官　職

課　名

官　職

氏　名

官署名

官署名 国土交通省航空局

課　名 首都圏空港課

官　職 国土交通事務官

氏　名 飯田　修章

任命印

発令年月日 補助者の官職氏名 備　考本官又は
代理官

代行機関

支出負担行為担当官補助者任命簿

契 約 番 号 令和２年度第　　　　　号

契 約 件 名 羽田空港機能強化に係る情報提供・意見把握検討等業務

１　契約相手方の選定に関する調書の審査
２　仕様書その他関係書類の審査
３　予定価格の積算調書の審査



第48号書式（第59条第４項）

予算執行職員等の責任に関する法律第２条第１項第12号の補助者を下記のとおり任免する。

（補助者の事務の範囲）

備　考

１　一部の事務のみを補助させる補助者については、備考欄にその旨を記載すること。

２　表題の「契約担当官等」の部分には、契約によって支出負担行為担当官、分任支出負担行為担当

　官、契約担当官又は分任契約担当官の何れかを記載すること。

氏　名

官署名

課　名

官　職

課　名

官　職

氏　名

氏　名

官署名

官署名

課　名

官　職

課　名

官　職

氏　名

官署名

官署名 国土交通省航空局

課　名 首都圏空港課

官　職 国土交通技官

氏　名 塚本　智茂　

任命印

発令年月日 補助者の官職氏名 備　考本官又は
代理官

代行機関

支出負担行為担当官補助者任命簿

契 約 番 号 令和２年度第　　　　号

契 約 件 名 羽田空港機能強化に係る情報提供・意見把握検討等業務

１　契約相手方の選定に関する調書の作成
２　仕様書その他関係書類の作成
３　予定価格の積算調書の作成



第１号様式（第４条、第５条関係） 
 

監督職員、検査職員任命簿 
 
契約番号  令和２年度 第    号    
 
契約件名  羽田空港機能強化に係る情報提供・意見把握検討等業務                                  

 

任 命 印 
通 知 番 号 

 

発 令 年月 日 

監督 
検査 
の別 

監督・検査職員 
監 督 ・ 
検 査 の 
範 囲 

備 考 契 約 
担 当 官

等 

契 約 
担 当 課

長 

工 事 等 
担 当 課

長 
氏   名 

    監督 

官署名 国土交通省航空局 

課 名 首都圏空港課 

官 職 国土交通技官 

氏 名 塚本 智茂 

総括 
監督員 

 
全般 

 

    監督 

官署名 国土交通省航空局 

課 名 首都圏空港課 

官 職 国土交通事務官 

氏 名 髙橋 直暉  

主任現場

監督員 
 

全般 

 

    監督 

官署名 国土交通省航空局 

課 名 首都圏空港課 

官 職 国土交通事務官 

氏 名 横田 悠人  

現場 
監督員 

 
全般 

 

備考 １．監督検査の範囲欄には、監督の範囲と共に総括監督員、主任現場監督員及び現場監督員の区

分を併記すること。 

２.用紙の寸法は、日本産業規格Ａ列４とする。 

 



 
 

見 積 書 
 
 

￥                  
 

但し 羽田空港機能強化に係る情報提供・意見把握検討等業務  

 

国土交通省航空局競争契約入札者心得及び仕様書等を承諾の上、見積りします。 
 

        令 和    年    月    日 
 

住    所 
商号又は名称                        印 

                              氏    名 
                                   

支出負担行為担当官

 国土交通省航空局長  和田 浩一   殿

 



  
  

 
 
 
 
 

羽田空港機能強化に係る 
情報提供・意見把握検討等業務 

 
 
 

仕様書 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和２年４月 

 

国土交通省航空局  

航空ネットワーク部首都圏空港課

 

 
 
 



 

１．業務の目的 

本業務は羽田空港における新飛行経路の運用開始後である令和２年度にお

いても引き続き、国際線の増便によるメリットや効果、新飛行経路の運用状

況、騒音・落下物対策、騒音値の状況等について、主に飛行経路下の住民を

対象に情報提供を行うものである。 

 

２．業務の内容 

１） 情報提供の実施 

      発注者と事前に協議を行った上で、以下の手法により、羽田空港機能強化

に係る情報提供を実施する。手法及び数量は以下を基本とするが、より効果

的となる手法がある場合には、発注者と協議する。 

① ホームページの更新 

 羽田空港の機能強化の必要性及びその実現方策、騒音対策、落下物対策

等を掲載しており、メールフォームにて幅広く意見を伺うホームページ

「羽田空港のこれから」（PC 版、スマホ版）（＊１）及びホームページ内

の情報を要約したランディングページ（＊２）について、掲載情報の更新

を行う。また、「羽田空港のこれから」内に開設しているメールフォーム

に投稿された意見について、分類を行うとともに、その件数の推移を把握

する等、取りまとめを行い、報告する。 

＊１ https://www.mlit.go.jp/koku/haneda/ 

＊２ https://www.mlit.go.jp/koku/haneda/lp/index.html 

② メディアでの発信 

以下のメディアで、羽田空港機能強化に係る情報発信を実施する。 

・ 新聞折込チラシ（首都圏エリア、６紙に各２回） 

・ WEB 上でのバナー広告（１２ヶ月） 

・ 空港フリーペーパー広告（４C１Pを１回以上） 

・ ポスティング広告（５区程度に各２回実施） 



 

・ 経済誌広告（３誌に各１回） 

③ ニュースレターの作成 

第６フェーズの住民説明会における意見内容や羽田空港における新飛

行経路の運用状況、騒音・落下物等に対する対策等について飛行経路下

の住民の方々に対して継続的に情報提供することを目的としたニュース

レターの作成を行う。 

・ 通常版３回、各４０，０００部程度 

・ 地域版３回、各６，０００部程度 

④ コンテンツの作成 

以下のコンテンツを作成する。 

・ 羽田空港ターミナルの常設情報発信拠点において展示する資料 

Ａ１パネル（５枚程度） 

⑤ 報道クリッピング及びそれに基づく報道傾向分析 

 羽田空港の機能強化に関して取り上げられた新聞、雑誌、WEB 記事、テ

レビ番組等を随時クリッピングし、報道傾向や影響等について、分析・把

握する。 

⑥ 電話窓口の運営 

令和２年４月４日から電話窓口を開設し、オペレーター１席以上を整

え、電話対応を行う。対応マニュアルの素案や参考資料については、発注

者から交付を行う。また、対応した内容について、分類を行うとともに、

その件数の推移を把握する等、取りまとめを行い、報告する。 

窓口の対応時間は、７：００～２０：００（土・日・祝含む）とし、窓

口の終了時期については、発注者と協議を行う。窓口開設に係る諸経費及

び光熱費等の維持管理費については全て受注者が負担する。 

⑦ 羽田空港の機能強化に関する世論分析 

WEB 記事に対して寄せられたコメントや SNS における発言等について、

拡散状況や住民の方々への影響を分析し、結果について整理、報告する。 

⑧ 研修の実施 



 

 航空局の担当職員が、メディアに対して適切に対応出来るよう、研修を

実施する。 

⑨ その他の情報発信手法の提案 

上記以外のより効果的な情報提供の手法等について、随時、提案すると

ともに、発注者の求めに応じ、協議の上、実行する。 

 

２） 情報提供・意見把握の実施結果・効果の収集、分析 

      １）の実施結果の収集整理及び効果の分析を行い、発注者の要請に応じ、

結果・効果を報告する。 

 

３．履行期間 

契約締結日の翌日から令和３年３月３１日（水）までとする。 

 

４．業務の実施 

（１）本業務の実施にあたっては、監督職員と密接な連携を保ちつつ作業を進め

るものとする。 

（２）受注者は、本業務の内容を十分に把握の上、契約締結後１４日以内に業務

工程表及び作業方法等に関する計画書を作成の上、監督職員に提出すること。 

（３）業務打合せは、監督職員が必要と認めた時に行うものとする。また、受注

者は打合せの記録を取りまとめ、打合せ後速やかに監督職員へ提出するもの

とする。 

（４）作業の方針、内容等において疑義が生じた場合は、その都度、監督職員と

十分に協議した上、その指示に従うものとする。 

（５）監督職員は履行期間中、随時、業務実施状況の報告を求めることができる。 

５. 報告書、成果物 



 

（１）資料等 

①仕様書で実施した業務の取りまとめ 

調査検討結果等を取りまとめ、その内容について監督職員と協議し、報告

書を作成する。 

成果物は、紙媒体で３部納入すること。また、一太郎、Word、Excel、

PowerPoint により作成したデータを電子媒体（CD 又は DVD 等）で３枚（部）

納入すること。 

②成果物の帰属先 

成果物の著作権は全て発注者に帰属する。著作者人格権については、これ

を行使してはならない。 

（２）提出先 

国土交通省航空局航空ネットワーク部首都圏空港課 

〒100－8918  東京都千代田区霞が関２－１－３ 中央合同庁舎第３号館 

（３）提出期限 

令和３年３月３１日 

 

６．資料の貸与 

  本業務を行うにあたり必要となる資料のうち、当局が所持しているものに

ついては契約後貸与する。業務完了後は速やかに返却すること。 

 

７． 検収 

本業務は、当局検査職員の成果物に対する検査合格をもって検収とする。 

 

８. 流用等の禁止 



 

当局から提出する資料及び本業務の実施により得られたデータ等の成果物

を無断で流用し又は発表してはならない。 

 

９.  他機関への委託 

本業務の一部の実施を他社へ委託する場合には、事前に監督職員と協議を

行うこととし、契約書に基づき必要な申請の手続きを行うこと。 

 

１０.  その他 

本業務の実施にあたっては、監督職員と十分に打合せを行い、本仕様書に

記載なき事項については、その都度、監督職員と協議の上、処理することと

する。 

 

１１． 作業責任者 

 受注者は、本契約に関する責任者を定め、その氏名その他必要な事項を通知し

なければならない。 



仕様書 仕様書（案） 企画提案書

② メディアでの発信
以下のメディアで、羽田空港機能強化に係る情報発
信を実施する。
・ 新聞広告（全国紙、１５段モノクロ、６紙に各１回）
・ 新聞折込チラシ（首都圏エリア、６紙に各２回）
・ 交通広告（首都圏エリア、３ヶ月）
・ WEB上でのバナー広告（１２ヶ月）
・ 空港フリーペーパー広告（４C１Pを１回以上）
・ 経済誌広告（３誌に各１回）

② メディアでの発信
以下のメディアで、羽田空港機能強化に係る情報発
信を実施する。
・ 新聞広告（全国紙、１５段モノクロ、６紙に各１回）
・ 交通広告（首都圏エリア、３ヶ月）
・ WEB上でのバナー広告（３ヶ月）
・ 空港フリーペーパー広告（４C２Pを２回以上）
・ 経済誌広告（３誌に各１回）

⑧ 研修の実施
　航空局の担当職員が、メディアに対して適切に対
応出来るよう、研修を実施する。

記載なし
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